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徳
島
県
告
示
第
百
二
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

有
限
会
社
Ｊ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ

阿
南
市
富
岡
町
東
池
田
口
一
七
番

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

阿
南
市
津
乃
峰
町
東
分
七
一
番
地

訪
問
看
護

令
和
八
年
三
月
一
日

地
二

慈
門

五

医
療
法
人
三
輝
会

徳
島
市
南
田
宮
四
丁
目
三
番
九
号

稲
山
病
院
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

徳
島
市
南
田
宮
四
丁
目
三
番
九
号

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

同

テ
ー
シ
ョ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン

同

同

デ
イ
ケ
ア
り
ん
ど
う

同

通
所
リ
ハ
ビ
リ

同

テ
ー
シ
ョ
ン

有
限
会
社
Ｓ
Ｇ
リ
ン
ク

同

北
佐
古
二
番
町
三
番
三
二

有
限
会
社
Ｓ
Ｇ
リ
ン
ク

同

中
常
三
島
町
三
丁
目
二
六

福
祉
用
具
貸
与

同

号

―
一

一
○
一

特
定
福
祉
用
具

販
売

株
式
会
社
Ｙ
ｏ
ｕ

ｔ

海
部
郡
美
波
町
北
河
内
字
大
戸
五

株
式
会
社
Ｙ
ｏ
ｕ

ｔ
ｏ

小
松
島
市
中
郷
町
字
加
藤
六
八
番

同

同

ｏ

Ｒ
ｅ

三
四
番
地
二

Ｒ
ｅ

地
四



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

有
限
会
社
Ｊ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ

阿
南
市
富
岡
町
東
池
田
口
一
七
番

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

阿
南
市
津
乃
峰
町
東
分
七
一
番
地

介
護
予
防
訪
問

令
和
八
年
三
月
一
日

地
二

慈
門

五

看
護

医
療
法
人
三
輝
会

徳
島
市
南
田
宮
四
丁
目
三
番
九
号

稲
山
病
院
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

徳
島
市
南
田
宮
四
丁
目
三
番
九
号

介
護
予
防
訪
問

同

テ
ー
シ
ョ
ン

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

同

同

デ
イ
ケ
ア
り
ん
ど
う

同

介
護
予
防
通
所

同

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

有
限
会
社
Ｓ
Ｇ
リ
ン
ク

同

北
佐
古
二
番
町
三
番
三
二

有
限
会
社
Ｓ
Ｇ
リ
ン
ク

同

中
常
三
島
町
三
丁
目
二
六

介
護
予
防
福
祉

同

号

―
一

一
○
一

用
具
貸
与

特
定
介
護
予
防

福
祉
用
具
販
売

株
式
会
社
Ｙ
ｏ
ｕ

ｔ

海
部
郡
美
波
町
北
河
内
字
大
戸
五

株
式
会
社
Ｙ
ｏ
ｕ

ｔ
ｏ

小
松
島
市
中
郷
町
字
加
藤
六
八
番

同

同

ｏ

Ｒ
ｅ

三
四
番
地
二

Ｒ
ｅ

地
四



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
阿
波
市

阿
波
市
市
場
町
興
崎
字
北
分
六

阿
波
市
社
協
ホ
ー
ム
ヘ

阿
波
市
市
場
町
興
崎
字
北
分
六

訪
問
介
護

令
和
七
年
十
二

令
和
八
年
一
月

社
会
福
祉
協
議
会

〇
番
地

ル
プ
事
業
所

〇
番
地

月
十
九
日

三
十
一
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

徳
島
市
末
広
二
丁
目
一
番
八
〇

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

徳
島
市
北
佐
古
二
番
町
五
番
二

通
所
介
護

同

同

ど
り
ー
ま
ぁ
ー
サ
ー
ビ

号

ー
夢
フ
レ
ン
ド

二
号

十
七
日

ス株
式
会
社
ひ
よ
こ

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
一
四

介
護
シ
ョ
ッ
プ
ひ
よ
こ

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
一
四

福
祉
用
具
貸
与

同

同

九
八
―
一

九
八
―
一

十
八
日

株
式
会
社
太
平
洋
商
事

徳
島
市
八
万
町
大
坪
四
三
番
地

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
ケ
ア
シ

徳
島
市
八
万
町
大
坪
四
三
番
地

同

同

同

一
一

ス
テ
ム

一
一

十
九
日

十
九
日

株
式
会
社
ひ
よ
こ

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
一
四

介
護
シ
ョ
ッ
プ
ひ
よ
こ

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
一
四

特
定
福
祉
用
具

同

同

九
八
―
一

九
八
―
一

販
売

十
八
日

三
十
一
日

株
式
会
社
太
平
洋
商
事

徳
島
市
八
万
町
大
坪
四
三
番
地

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
ケ
ア
シ

徳
島
市
八
万
町
大
坪
四
三
番
地

同

同

同



一
一

ス
テ
ム

一
一

十
九
日

十
九
日



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

株
式
会
社
ひ
よ
こ

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
一
四

介
護
シ
ョ
ッ
プ
ひ
よ
こ

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
一
四

介
護
予
防
福
祉

令
和
七
年
十
二

令
和
八
年
一
月

九
八
―
一

九
八
―
一

用
具
貸
与

月
十
八
日

三
十
一
日

株
式
会
社
太
平
洋
商

徳
島
市
八
万
町
大
坪
四
三
番
地

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
ケ
ア
シ

徳
島
市
八
万
町
大
坪
四
三
番
地

同

同

同

事

一
一

ス
テ
ム

一
一

十
九
日

十
九
日

株
式
会
社
ひ
よ
こ

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
一
四

介
護
シ
ョ
ッ
プ
ひ
よ
こ

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
一
四

特
定
介
護
予
防

同

同

九
八
―
一

九
八
―
一

福
祉
用
具
販
売

十
八
日

三
十
一
日

株
式
会
社
太
平
洋
商

徳
島
市
八
万
町
大
坪
四
三
番
地

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
ケ
ア
シ

徳
島
市
八
万
町
大
坪
四
三
番
地

同

同

同

事

一
一

ス
テ
ム

一
一

十
九
日

十
九
日



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

以
西
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

川

野

正

昭

徳
島
市
国
府
町
中
七
五

同

東

條

聡

志

同

六
四
二
―
二

同

田

村

秀

緒

田

村

秀

緒

同

二
〇
一

同

友

成

伸

治

友

成

伸

治

同

日
開
一
五
六

同

梅

本

貴

史

梅

本

貴

史

同

府
中
三
五
〇
―
五

同

多

田

夫

同

観
音
寺
四
八
六

同

鈴

江

忠

司

鈴

江

忠

司

同

三
二
八
―
一

同

立

石

光

昭

立

石

光

昭

同

早
淵
四
六
五

同

美

間

亮

同

三
四
一

同

里

俊

男

同

和
田
字
居
内
一
二
八

同

湯

浅

学

湯

浅

学

同

井
戸
字
南
屋
敷
一
二

同

谷

川

興

一

谷

川

興

一

同

南
岩
延
六
七
四
―
一

同

横

山

俊

昭

同

七
二
一

同

堤

堅

治

同

矢
野
七
○
九

同

伊

澤

正

純

伊

澤

正

純

同

六
二
二

同

山

口

政

道

同

西
矢
野
一
四
三
―
四

同

美

馬

輝

之

美

馬

輝

之

同

延
命
五
三
一

同

貝

出

豊

貝

出

豊

同

三
二
一
―
三

同

山

田

隆

義

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
内
谷
二
三
四

同

立

石

武

徳
島
市
国
府
町
早
淵
三
二
一
―
一

同

山

田

増
二
郎

同

和
田
字
居
内
一
五

同

三
木
田

利

明

同

南
岩
延
四
四
八

同

堤

祐

希

同

矢
野
七
○
九

同

谷

口

茂

昭

同

西
矢
野
一
六
九

同

仙

谷

佳

代

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
内
谷
二
四
五

監

事

後

藤

義

和

後

藤

義

和

徳
島
市
国
府
町
府
中
六
五
〇
―
一

同

伊

澤

浩

一

同

早
淵
一
五
八
―
三

同

川

上

篤

人

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
内
谷
三
一
六

同

里

俊

男

徳
島
市
国
府
町
和
田
字
居
内
一
二
八

同

山

口

政

道

同

西
矢
野
一
四
三
―
四



公

告

鳴
門
病
院
労
働
組
合
か
ら
二
〇
二
六
年
春
闘
に
関
し
て
令
和
八
年
三
月
十
一
日
以
降
、
同
組
合
員
が
従

事
す
る
次
の
職
場
に
お
い
て
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
小
谷
三
十
二
番

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
構
内
及
び
全
職
場



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

徳
島
県
学
校
運
営
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
学
校
運
営
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
学
校
運
営
協
議
会
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
警
察
航
空
隊
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

警
察
航
空
隊

航
空
機
の
操
縦
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
警
察

三

職
員

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十

一
・
五

四
条
に
掲
げ
る
一
等
航
空
整
備
士
又
は
二
等
航
空
整
備
士
の

資
格
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
警
察
職

員

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「

別
表
第
一
の
イ
⑶
行
政
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
中

管
理
幹

を
」

「

「

主
幹

副
室
長

に
、
「主

幹

」
を
「被

害
少
年
支
援
幹

」
に
、

管
理
幹

被
害
少
年

」

「
を

副
室
長

に
改
め
、
同
表
の
ト
公
安
職
給
料

支
援
官

」

」
「

「

監
察
官

補
佐
官

交
通
聴
聞
官

監
察
官

表
等
級
別
職
務
区
分
表
中

を

副
校
長

交
通
聴
聞
官

補
佐
官

副
校
長

」

「

「

研
究
官

支
援
官

に
、

対
策
官

を

研
究
官

に
、

支
援
官

対
策
官

」

」

」

「

広
聴
官

「

「

地
域
官



広
聴
官

を

生
活
安
全
官

に
、

」

地
域
交

地
域
官

」

「
を

警
備
官

に
改
め
る
。

通
官

」

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
四
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
会
計
管
理
幹

「
情
報
管

別
表
第
一
中
「
三
好
警
察
署
長
」
を
「
阿
波
吉
野
川
警
察
署
長
」
に
、

情
報
管
理
幹

を

会
計
管

厚
生
管
理
幹
」

厚
生
管

被
害
少

理
幹
理
幹

に
改
め
る
。

理
幹
年
支
援
幹
」
附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
「
三
好
警

察
署
長
」
を
「
阿
波
吉
野
川
警
察
署
長
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
施

行
す
る
。



徳島県公安委員会規則第３号

交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和８年３月10日

徳島県公安委員会委員長 稲 井 芳 枝

交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則

交番等の設置に関する規則（昭和47年徳島県公安委員会規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条の表徳島県徳島板野警察署の部署所在地の項中「署所在地」を「北島町交番」に

、「211番地の１」を「211番地１」に改め、同表徳島県阿南警察署の部那賀川町南部駐在

所の項を次のように改める。

那賀川町駐在所 阿南市那賀川町 阿南市のうち

上福井橋本39番 那賀川町（中島の一部 大京原の

地４ 一部を除く。）

第２条の表徳島県阿南警察署の部那賀川町北部駐在所の項を削り、同表徳島県牟岐警察

署の部海陽町宍喰駐在所の項中「海部郡海陽町久保字松本123番地７」を「海部郡海陽町

久保字松本１番地」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。


